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青森県立種差少年自然の家指定管理者募集要項 

Ⅰ 要項の趣旨 

 民間のノウハウを活かした更なる県民サービス向上と管理運営の効率化を図ることを目的に、 

地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、青森県立種差少年自然の家の管理を行わせ 

るため、指定管理者を募集することとし、募集の実施に必要な事項を定めるものである。 

 

Ⅱ 施設の概要 

 １ 名称及び所在地 

名      称 所   在   地 

青森県立種差少年自然の家 八戸市鮫町字膳並平２－２６ 

 
 ２ 設置目的 
   少年に対し、自然環境のもとで共同生活をする機会を提供することによって、心身ともに 

健全な少年を育成するため設置した。 
 
 ３ 施設の業務 
 （１）少年の集団宿泊訓練に関すること。 
 （２）少年の野外活動に関すること。 
 （３）少年の生活指導に関すること。 
 
 ４ 施設の規模等 
 （１）構造    管理棟・宿泊棟 鉄筋コンクリート造 ２階建 
          体育館・渡廊下 鉄骨造・プレハブ造 １階建 
 （２）敷地面積  ６５，９７７㎡ 
 （３）床面積   管理棟、宿泊棟 ２，８３８．８１㎡ 

体育館・渡廊下   ６４８．９０㎡ 
合計      ３，４８７．７１㎡ 

 （４）館内施設 
① 屋内施設 

研修棟 １階 事務室、会議室、食堂、厨房ほか 
    ２階 大ホール、小ホール、自然観察室ほか 
宿泊棟 １階 宿泊室、リーダー室、浴室ほか 
    ２階 宿泊室、リーダー室ほか 
     ※宿泊室 定員２００名 

（８名×２４室、３名×２室（車椅子対応）、リーダー室５名×２室） 
体育館 

② 屋外施設 
     駐車場、キャンプ場、営火場ほか 
 

Ⅲ 管理の条件 

 １ 施設の管理方針 

 （１）関係法令、条例及び規則を遵守し、青森県立種差少年自然の家の設置目的に沿った適正

な管理運営を行うこと。 

 （２）県民が快適に施設等を利用できるよう、施設の設備及び物品の維持管理を適正に行うこ

と。 

 （３）指定管理者の業務を通じて取得した個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関

する法律に基づき適正に行うこと。 
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２ 指定管理者が行う業務 

 （１）指定管理者が行う青森県立種差少年自然の家の管理の業務は次のとおりとする。（詳細は

青森県立種差少年自然の家指定管理者業務水準書（以下「業務水準書」という。）のとおり。） 

    ア 施設の利用許可に関する業務 

イ 施設の維持管理に関する業務 

    ウ 施設の業務の実施（施設運営に関する庶務一般、集団宿泊訓練・野外活動の指導に

関すること、指導者の研修に関すること。） 

（２）業務の執行は指定管理者が自ら行うことを原則とするが、部分的な業務については、県

の承諾を得て専門の事業者に再委託することができる。 

   ただし、主要な業務である上記ア及びウについては、再委託できない。 

 

 ３ 指定期間 

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの予定であるが、県議会の議決を経て確

定する。 

 

 ４ 県が指定管理者に支払う委託料 

県は毎年度の予算の範囲内において、施設の管理に必要な経費を委託料として指定管理者

に支払うこととし、その具体的な金額は申請時の事業計画書で提案された金額に基づき、指

定管理者と県が協議の上協定で定める。 

 

 ５ 管理の基準等 

   業務水準書のとおり 

 

 ６ モニタリング 

県は、指定管理者による施設の管理及び利用の状況等について点検・評価を行うものとし、

その結果を公表するとともに、指定管理者に必要な指示、指導を行うものとする。 

 

Ⅳ 申請の手続 

 １ 応募資格 

青森県立種差少年自然の家の指定管理者に係る申請を行う者は、次の資格等を有すること。 

 （１）県内に主たる事務所を有する又は置こうとする法人その他の団体であること。グループ

を構成して応募する場合は、代表団体が県内に主たる事務所を置く又は置こうとする団体

であること（法人格の有無は問わないが、個人では申請できない。）。 

 （２）団体又はその代表者等が、次に該当しないこと。また、グループを構成して応募する場

合は、その構成員についても同様とする。 

   ア 法律行為を行う能力を有しない者 

   イ 破産者で復権を得ないもの 

 ウ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項に規定する者 

 エ 青森県から指名停止措置を受けている者 

   オ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、本県又は他の地方公共団体から指

定を取り消された者 

  カ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っている者 

 キ 法人税、法人事業税、法人都道府県税、法人市町村税、消費税又は地方消費税を滞納

している者 

ク 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその利益となる活動を行う者 

ケ 暴力団又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員でなくなった日から５年を経

過しない者の統制下にあると認められる者 
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 ２ 提出書類 

 （１）指定管理者指定申請書（別紙様式１－１、１－２）  

 （２）青森県立種差少年自然の家の管理に係る事業計画書（別紙様式２－１、２－２） 

 （３）応募資格を有していることを証する書類 

Ⅳの１応募資格

の見出し符号 
区分 提出書類 

Ⅳの１の（１） 

法人の場合 
定款、寄附行為 

登記事項証明書 

地方自治法第２６０

条の２第１項に規定

する地縁による団体

の場合 

地方自治法第２６０条の２第１２項の証明書 

代表者の住民票の写し 

法人でない場合 
定款、寄附行為、規約その他これらに類するもの 

代表者又は管理人の住民票の写し 

Ⅳの１の（２）

のア、イ、ウ、

エ、オ、カ、ク、

ケ 

全ての団体 
Ⅳの１の（２）のア、イ、ウ、エ、オ、カ、ク、ケ

に該当しない旨の申立書 

Ⅳの１の（２）

のキ 

納税義務がある場合 納税証明書 

納税義務がない場合 納税義務がない旨を記載した申立書 

（４）団体の経営の状況を示す書類 

  ア 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類（直近３か年分） 

   イ 申請日の属する年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類 

 （５）法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類（法人等の組織図や業務執行体制等

がわかるもの及び就業規則又はこれらに準ずる書類） 

 （６）役員の名簿及び略歴を記載した書類 

 （７）現に指定管理者として管理を行っている施設又は指定管理者の申請を行っている施設が

ある場合は、当該施設の名称、所在地及び指定の期間を記載した書類 

 

 ３ 事業計画書の記載内容 

   次の項目について、青森県立種差少年自然の家の設置目的を効果的に達成し、かつ効率的

に運営できることがわかる内容として提案すること。 

（１）管理運営の基本方針 

（２）組織人員 

    ①組織体制及び人員配置計画、②必要な資格者の配置計画、③人材育成の方針と具体

的方法（研修計画等）、④職員の採用の考え方 

（３）必要物品の配備計画（独自に必要と判断する物品等） 

（４）休所日、開所時間 

    ①休所日、②開所時間、③設定の考え方 

（５）各種事業の実施計画 

    ①実施方針、②事業実施内容、③サービス向上策、④実施スケジュール、⑤動員計画、 

⑥収支計画 

（６）施設・設備の維持管理計画 

    ①実施方針、②経費節減策、③実施スケジュール、④経費積算根拠 

（７）自主事業の実施計画 

    ①実施方針、②事業実施内容、③サービス向上策、④実施スケジュール、⑤動員計画、 

⑥収支計画 

（８）業務の再委託 

    ①再委託業務の内容、②再委託先の選定方法、③受託者への指導体制 
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（９）個人情報の保護 

    ①情報管理体制、②職員の教育、③個人情報漏えい等の防止策 

（10）利用者ニーズの把握 

    ①利用者ニーズの把握の方法、②苦情処理の方法と体制 

（11）利用者の安全対策 

    ①通常時の安全対策措置の内容と実施体制、②災害・事故時の対応の内容と実施体制 

（12）収支計画（自主事業を除く。） 

     指定期間全体に係る委託料の金額については、次の基準額を上限とする範囲内で提案

すること。なお、この基準額を超える提案は、資格審査で失格となるので十分留意する

こと。 

    基準額 ９８，０５８，０００円／年平均（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

参考 管理経費見込額（総額）             ４４５，７１８，１８５円 

 消費税及び地方消費税相当額（総額）     ４４，５７１，８１５円 

※ 消費税及び地方消費税相当額は１０％で積算（指定期間中に税率の改定があった場

合はその対応について指定管理者と別途協議する。） 

(13) 類似施設等における業務実績 

     施設管理、社会教育・生涯学習に関する業務の実施実績 

 

 ４ グループによる応募 

 （１）複数の法人等が、それぞれの得意分野を活かして施設の管理に参加するため、グループ

を構成して応募（以下「グループ応募」という。）することも可能であるが、グループ応募

の場合は代表団体を定めて応募すること。 

（２）グループ応募の場合、提出書類については、全ての構成員に係るものとして提出するこ

と。 

 （３）単独で応募した法人等は、同一の指定管理者の募集に対してグループ応募の構成員とな

ることはできない。また、同一の指定管理者の募集に対し、複数のグループにおいて同時

に構成員となることもできない。 

 （４）グループ応募の構成員のうちに応募資格を満たさない者がある場合は、指定を受けるこ

とができない。 

 

 ５ 説明会の実施 

現地において募集に係る説明会を開催するので、参加希望者は令和８年７月８日（水）午

後５時１５分までに下記８の連絡先に電話等で申し出ること。 

 （１）開催日時 令和８年７月１５日（水） 午後１時３０分～午後３時３０分 

 （２）開催場所 青森県立種差少年自然の家（八戸市鮫町字膳並平２－２６） 

 

 ６ 質問事項の受付 

（１）質問方法  令和８年６月１５日（月）～８月４日（火）午後５時１５分までに質問書

（様式は自由）に記入の上、下記の連絡先に提出すること（電子メール、Ｆ

ＡＸでの提出も可）。 

 （２）回答方法  説明会までに寄せられた質問は説明会で回答し、その他の質問は随時電子

メール又はＦＡＸで回答するとともに、県のホームページに掲載する。 

 

７ 申請書等の提出 

（１）提出期間  令和８年８月５日（水）から８月２１日（金）までの、午前８時３０分から

午後５時１５分までの間（ただし、県の休日を除く。） 

（２）提出方法  下記８の提出先まで持参又は郵送すること。 

なお郵送の場合は８月２１日（金）必着とする。 

 （３）提出部数  正本１部、副本１０部を提出すること。 
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 ８ 連絡先及び申請書提出先 

〒030-8540 青森市長島一丁目１－１ 青森県庁東棟５階 

青森県教育庁生涯学習課総務グループ 

電話：017-734-9887(直通)、FAX：017-734-8272、E-mail：E-SHOGAI@pref.aomori.lg.jp 

 

 ９ 留意事項 

（１）県が必要と認める場合は追加資料を求めることがある。 

（２）事業計画書等の著作権は、申請者に帰属する。ただし、県は指定管理者の決定の公表等

に必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で使用できるものとする。なお、提出され

た書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

（３）申請に係る経費は、全て申請者の負担とする。 

 （４）県の業務上の必要により、応募の事実に係る情報を県の機関において利用する場合があ

る。 

 

Ⅴ 指定管理者の候補者の選定 

 １ 選定方法 

 （１）青森県立種差少年自然の家指定管理者審査委員会において、下記の選定基準に基づき書

類審査及びヒアリングによる審査を行い、第１順位者を選定する。 

 （２）ヒアリングの実施日時等は、別途通知する（令和８年９月上旬実施予定）。 

（３）審査の結果は、令和８年１０月上旬頃に書面で通知する。 

 （４）県は、第１順位者に係る応募資格の確認及び細目的事項についての協議を行い、適正と

認められた場合は指定管理者の候補者に決定する。なお、第１順位者が適正と認められな

いときは、次順位の者を第１順位とし、同様に協議を行う場合がある。 

 

２ 選定基準 

選定基準 配点 

（１）県民の平等な利用が確保されること。 

   ・施設の設置目的及び県が示した管理の方針との適合 

   ・平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果 

１０ 

（２）施設の効用を最大限に発揮すること。 

   ・利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果 

   ・サービスの向上を図るための具体的手法及び期待される効果 

   ・施設の維持管理・利用者の安全対策の内容、適格性及び実現の可能性 

３５ 

（３）施設の効率的な管理ができること。 

   ・施設の管理運営に係る経費の内容 
２０ 

（４）施設の管理運営を適正かつ安定して行う能力を有していること。 

   ・収支計画の内容、適格性及び実現の可能性 

   ・安定的な運営が可能となる人的能力 

   ・安定的な運営が可能となる経理的基盤 

   ・個人情報の適正な取扱いの確保 

   ・類似施設の運営実績 

３５ 

 

 ３ 選定審査対象からの除外 

   申請者が次の要件のいずれかに該当した場合は、当該申請を選定審査の対象から除外する。 

 （１）選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

 （２）提出書類に虚偽又は不正があった場合 

 （３）この要項に違反又は著しく逸脱した場合 

 （４）提出期限を経過してから提出書類を提出した場合 

 （５）本募集について複数の申請を行い、又は複数の事業計画書を提出した場合 
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 （６）提出書類の提出後に事業計画書の内容を大幅に変更した場合 

 （７）その他不正行為があった場合 

 

４ 選定結果の公表 

選定結果は、指定管理者の候補者名及び選定理由並びに選定基準に基づいた各申請者（候

補者以外の申請者名は匿名）の得点、順位を県のホームページで公表する。 

   公表ページＵＲＬ 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-shogai/tanesashi.html 

 

Ⅵ 指定管理者の指定及び協定の締結 

 １ 指定管理者の指定 

指定管理者の候補者は、令和８年１１月定例会（予定）の議決を経て、指定管理者に指定

される。 

 

 ２ 協定の締結 

業務内容に関する細目的事項、県が支払う委託料に関する事項、管理の基準等に関する細

目的事項等については、指定管理者と県との間で協定を締結する。 

なお、協定は指定期間を通じての基本的な事項を定めた「基本協定」と、年度ごとの事業

実施に係る事項を定めた「年度協定」を締結する。 

 

 ３ その他 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、県は指定

を取り消し、協定を締結しないことができる。 

（１）募集要項に定めた応募資格に掲げる要件を欠くこととなったとき。 

（２）指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、事業の履行が確実でないと認められると

き。 

（３）著しく社会的な信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められる

とき。 


